
意見の要旨 市の考え方

1

基本方針１の施策７「学校司書の配置」に
ついて、文部科学省はその資質能力を遺憾
なく発揮できるよう、学校図書館の館長で
ある校長にリーダシップを強く発揮するよ
うに求めています。一方で三郷市では学校
司書は業務委託という形態で雇用している
状況なので、校長が直接指示を出すことが
難しくなってしまいます。そのため今後も
学校司書としての呼称を使っていくのであ
れば、業務委託以外の雇用形態を採用する
か、呼称を変更する等の対応をする必要が
あるのではないでしょうか。

学校図書館法第６条に、学校図書館の運営
の改善及び向上、児童又は生徒及び教員に
よる学校図書館の利用の促進のため、専ら
学校図書館の職務に従事する職員（学校司
書）を置くように努めるべきことの記載が
あることから、三郷市では平成２２年度よ
りすべての小中学校に学校司書を配置して
おります。学校司書が法で期待される役割
を果たしていくためには専門的な研修等が
必須となるため、業務を受託した事業者に
適宜必要な研修等を設けることを求めてい
くとともに、各校の状況に即した対応がで
きるよう、教育委員会と委託先の事業者と
綿密な連携を図っております。次期計画で
は、名称はこのまま「学校司書」を使用
し、職務の在り方について関係者間で共通
理解を図り、法で定められた目的を達成す
ることができるよう努めてまいります。

2

基本方針２の施策８「小中学校における読
書活動の推進と充実」の①読書時間の確保
の中で、読書月間や読書表現活動の時間を
設定するとの表記がありますが、読書活動
表現には様々な活動が含まれるため、時間
を設定するという表現ではなく、取組を設
定するという表現にしてはどうでしょう
か。

「読書月間」や「読書表現活動」の時間を
設定します。という表記を、「読書月間」
や「読書表現活動」の取組を設定するとと
もに、読書時間を確保します。に変更いた
します。

3

基本方針２の施策９「学校図書館の充実」
の①蔵書の充実の中で、目的の一つに不読
率の減少を挙げていますが、文章の意図を
明確にするためには、不読率の減少を目的
とするのではなく、「豊かな読書を推進す
るため」に変更してはどうでしょうか。

児童・生徒の主体的・意欲的な学習の支援
及び更なる不読率の減少のため、という表
記を、児童・生徒の主体的・意欲的な学習
の支援及び豊かな読書を推進するため、に
変更いたします。

4

基本方針２の施策９「学校図書館の充実」
の①蔵書の充実の中で、取組の主体として
教員と学校司書との連携が記載されていま
すが、そこに司書教諭を加えた方が良いと
思います。

教員と学校司書とが連携し、という表記
を、教員・司書教諭と学校司書とが連携
し、に変更いたします。
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